
主　　　　　文
被告人を懲役８年に処する。
未決勾留日数中９０日をその刑に算入する。
押収してあるナイフ１本（平成１３年押第１８号の１）を没収する。
押収してある全国百貨店共通商品券１０枚（平成１３年押第１８号の２）
を被害者Ａに還付する。

 理　　　 由
（罪となるべき事実）

被告人は，
第１　コンビニエンスストアの経営者から金員を強取しようと企て，平成１３年

１月２１日午後１０時３０分ころから同月2２日午前０時ころまでの間，富
山県射水郡ａ町ｂｃ番地Ｂ（当時５８歳）方（以下「被害者宅」という。）
において，その妻Ｃ（当時５７歳）に対し，その左頬に所携のナイフ（刃体
の長さ約１０．７センチメートル，平成１３年押第１８号の１）を押し当
て，その顔面にガムテープを巻きつけ，その両腕を後ろ手にガムテープで緊
縛する暴行を加え，その長男Ａ（当時２４歳）に対し，その顔面にガムテー
プを巻きつけ，その両腕を後ろ手にガムテープで緊縛する暴行を加え，さら
にＣ及びＡに対し，「栃木の事件知ってるか。金を出せと言ったら，１００
万円しか出さなかったので殺してきた。」「店にはいくらある。」「金，取
ってこい。」などと言って脅迫し，前記両名の反抗を抑圧した上，Ａ所有の
全国百貨店共通商品券１０枚（額面金額合計１万円，同押号の２）を強取
し，更に，Ａをして，Ｂが経営する同県射水郡ａ町ｂｄ番地のｅＤストアー
ａb店（以下「本件店舗」という。）からＢ所有の現金２５万１５００円を
取って来させた上，被害者宅において同金員を差し出させて強取し，

第２  業務その他正当な理由による場合でないのに，第１記載の日時・場所（被
害者宅）において，同記載のナイフ１本を携帯し，

第３　Ａを略取して，その実父母であるＢ及びＣの憂慮に乗じて財物を交付させ
ようと企て，平成１３年１月２２日午前０時３０分ころ，被害者宅におい
て，Ａに対し，その顔面全体にガムテープを巻きつけ，その両腕をガムテー
プで後ろ手に緊縛した状態で被害者宅から連れ出し，付近に駐車中の普通乗
用自動車に同人を乗せ，同車を発進走行させて同人を自己の支配下におき，
もって同人を略取した上，同日午前１１時５４分ころから同日午後１時５４
分ころまでの間，合計５回にわたり，同県高岡市ｆ町ｇ番地ｈほか３か所に
設置された各公衆電話から，本件店舗やＣが所持していた携帯電話に電話を
かけ「てめえ，息子がかわいくないんだなあ。」「金さえ受け取ったら終わ
るだろう。」「警察の動きが少しでもあるようだったら，また１年後でも寄
らしてもらうからな。」などと申し向けて，もって，Ｂ及びＣがＡの安否を
憂慮しているのに乗じて１０００万円の交付を要求したが，同日午後２時こ
ろになって警察が捜査を開始したことを察知したため，同日午後８時３０分
ころ，Ａを安全な場所である同県婦負郡ｉ町ｊｋ番地Ｅ神社入り口付近で解
放し，

第４　同日午前０時３０分ころ，Ａを，その顔面全体にガムテープを巻きつけ，
その両腕をガムテープで後ろ手に緊縛し，前記普通乗用自動車に乗せて同車
を走行させ，同日午前１時ころ，同県小矢部市ｌｍ番地被告人方ボイラー室
に同人を連れ込んだ後，同所で同人の両足をガムテープで緊縛するなどし，
さらに，同日午前３時ころ，同人を再度前記普通乗用自動車に乗せ，同県高
岡市及びその周辺において同車を走行させるなどして，同日午後８時３０分
ころ第３記載のＥ神社入り口付近でＡを解放するまでの間，同人が前記普通
乗用自動車あるいは前記ボイラー室から脱出することを不能にし，もって同
人を不法に監禁し

　たものである。
（累犯前科）

被告人は，平成９年１２月９日富山地方裁判所高岡支部で住居侵入，窃盗，恐
喝罪により懲役１年１０月に処せられ，平成１１年９月８日その刑の執行を受け
終わったものであって，この事実は検察事務官作成の前科調書によって認められ
る。
（法令の適用）

被告人の判示第１の所為は刑法２３６条１項に，判示第２の所為は銃砲刀剣類



所持等取締法３２条４号，２２条に，判示第３の所為のうち，身の代金拐取の点
は刑法２２５条の２第１項に，拐取者身の代金要求の点は同法２２５条の２第２
項に，判示第４の所為は同法２２０条に該当するが，判示第３の身の代金拐取と
拐取者身の代金要求との間には手段結果の関係があるので，同法５４条１項後
段，１０条により１罪として犯情の重い拐取者身の代金要求罪の刑で処断するこ
ととし，所定刑中判示第２の罪について懲役刑を，判示第３の罪については有期
懲役刑をそれぞれ選択し，前記の前科があるので同法５６条１項，５７条により
各罪の刑について同法１４条の制限内で（判示第１，第３の各罪）それぞれ再犯
の加重をし，判示第３の罪については，被拐取者を安全な場所に解放したもので
あるから，同法２２８条の２，６８条３号により法律上の減軽をし，以上は同法
４５条前段の併合罪であるから，同法４７条本文，１０条により最も重い判示第
１の罪の刑に同法１４条の制限内で法定の加重をし，その刑期の範囲内で被告人
を懲役８年に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数中９０日をその刑に算入
し，押収してあるナイフ１本（平成１３年押第１８号の１）は，判示第１の罪の
犯行の用に供した物で被告人以外の者に属しないから，同法１９条１項２号，２
項本文を適用してこれを没収し，押収してある全国百貨店共通商品券１０枚（平
成１３年押第１８号の２）は，判示第１の罪の賍物（盗品）で被害者に還付すべ
き理由が明らかであるから，刑事訴訟法３４７条１項によりこれを被害者Ａに還
付することとし，訴訟費用については，刑事訴訟法１８１条１項ただし書を適用
してこれを被告人に負担させないこととする。
（量刑の理由）
１　本件は，被告人が，コンビニエンスストア経営者（以下「被害者父」とい

う。）宅において，ナイフで同経営者の妻（以下「被害者母」という。）及び
長男（当時２４歳，以下「被害者長男」という。）を脅すなどして金員等を強
取し，その際同ナイフを携帯した（判示第１，第２の事実）上，被害者長男を
身の代金要求目的で略取して，その実父母である被害者父及び同母に対し身の
代金を要求したが，捜査の開始を察知して同長男を解放するまでの間（判示第
３の事実），普通乗用自動車内等に同長男を監禁した（判示第４の事実）とい
う事案である。

２　被告人は，自ら３００万円を超える債務を負っていながら，中国人ホステス
との交際のため，実母を騙して名義を借り，消費者金融業者から実母名義で２
００万円以上の借入を行い，その返済資金を得るあてがなかったことや，犯行
当日，自宅前の用水路に落としたフォークリフトを引き上げるためのレッカー
代として，実父から２万円程度を用意しておくよう言われたものの，前記ホス
テスが帰国した後，平成１３年１月１０日ころ以降は怠業して釣りやパチンコ
に興じ，手持ちの金にも事欠いていたため，強盗や身の代金拐取，身の代金要
求という卑劣な手段により借金の返済資金やレッカー代を得ようと考え，安易
に本件各犯行に及んだものであって，その動機は身勝手極まりなく酌量の余地
はない。

３　強盗及び銃刀法違反について
被告人は，被害者母が本件店舗から居宅へ入るのを見届けた後，シャツを目

出し帽様に加工してかぶり，ナイフ，ガムテープをコートのポケットにそれぞ
れ入れて携帯するなど，予め強盗の準備を整えて被害者宅へ入り，その後，判
示のとおり，ナイフを用いて被害者母及び被害者長男を脅すなどした上，被害
者母を自己の支配下に残して被害者長男に本件店舗の売上金を取りに行かせて
これを強取するなど，その犯行態様は悪質である。

４　身の代金拐取，拐取者身の代金要求及び監禁について
被害者長男は，突如自宅に押し入った強盗犯人により，ガムテープで目隠し

をされ，両腕は後ろ手に緊縛された状態で連れ去られ，殺されるのではないか
との死の恐怖にさらされたまま連れ回されたものであり，その間の肉体的苦
痛，精神的苦痛は計り知れない。また，被害者父・同母においては，被害者長
男の安否が分からぬまま，警察に連絡した後も身の代金を金融機関から借り入
れるなど被告人の要求に必死に対応していたものであり，被害者長男が解放さ
れたことを確認するまでの間に受けた精神的苦痛は察するに余りある。更に，
被害者ら家族は，本件各犯行によってもたらされた恐怖感から，見知らぬ客へ
の接客を避けられない本件店舗を閉鎖するに至った。被告人の本件各犯行に対
する被害者らの処罰感情は強く，これに対し，被告人から何らかの慰謝の措置
がとられる見込みは乏しい。



５　被告人は，本件各犯行について当公判廷で反省の言葉を述べているが，平成
９年９月に犯した前件においても，遊興に耽って借金返済に窮した挙げ句，コ
ンビニエンスストアの経営者方に侵入して窃盗を行った上，子を誘拐するなど
と執拗に脅して金銭を喝取し，これらの事件につき同年１２月に懲役１年１０
月の実刑判決を受けて服役したにも拘わらず，仮出獄後２年も経たないうち
に，前件と同様の理由で，より凶悪な本件各犯行を行うに至ったものであっ
て，被告人の規範意識の欠如には看過し得ないものがある。殊に，被告人は，
自ら二児を持つ父親でありながら，息子の安否を気遣う被害者父・同母の憂慮
に付け込み，金銭を要求するという卑劣な行為に及んでおり，この種の犯罪が
社会一般の人々に与える不安や恐怖が大きいこと，及びその模倣性，伝播性が
強いことなど社会に与える影響を併せ考えると，被告人の刑事責任は重いとい
わざるを得ない。

６　以上によると，被告人が略取した被害者長男を２０時間余りで一般地方道に
面した神社入り口付近において解放し，約１０分後には被害者母に対して解放
場所を電話で告げていること，解放するまでの間，被害者長男に対して，ガム
テープでその顔面を巻き両腕部・脚部を緊縛した他は暴行を加えていないこ
と，身の代金の収受には至っていないこと，これまで養育費など支払うことは
なかったものの，離婚した妻との間に若年の子２名がいることなどを考慮して
も，なお，被告人を主文掲記の刑に処するのが相当であると判断した。

（求刑　懲役１０年，ナイフ１本没収）
平成１３年１１月８日
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